
開催セミナーのご案内   労務セミナー「働き方改革の直前対策ポイント」 

日時 ：2019年 3月 7日（木） 15：30～17：00 

               会場 ：長岡市幸町 1-3-10 パートナーズ PLAZA 
             受講料：無料 
                改正点の確認と直前だからこそできる実務上のポイントを解説します。 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 佐藤・長谷川 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 
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もっと便利に 

 

ワンポイント 通信 
第４０４号 ２０１９年２月１日発行 

E-mail pro@3d-m.jp  Web https://www.3d-m.jp/ 
TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820  

個人の確定申告ますます IT 化へ!! 

（2019 年 1 月から） 

ＩＤと 

パスワード 

（ e-Tax 用 ）  

サラリーマンの還付申告が･･･ 

確定申告が 
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スマホ・タブレットで可能となるのは、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除又はふるさと納税などの寄付金控除を適用して所得税の還付確定申告を行う場合に限られます

e-Tax用のIDとパスワード
税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知するe-Tax用のIDとパスワードを用いて申告書を送信することができます（ID・パスワード方式）

IT化
2019年1月から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォン・タブレットで所得税の確定申告書の作成ができる様になりました。事前に税務署より通知を受けたIDとパスワードを利用すれば、限定的ではありますがスマホ・タブレットのみでサラリーマンの還付確定申告を行うことが可能となりました。




